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基本施策（基本計画） 担当課 審議委員意見

① 出版物等への男女平等の視点
に配慮した表現の徹底

○ ○

○

○ 「表現のガイドライン」が改訂されたことについて、関係報道機関との懇談
会で発表した【総務課、経営企画課】

○ 市が「表現のガイドライン」などを通じて、出版物等における表現方法につ
いて検討・配慮していることを報道機関にＰＲすることができた。市民に広く
周知できる方法について検討していきたい。【総務課・経営企画課】

② メディアリテラシー（情報を読み解
き自己発信する能力）の育成

○ ○

○ 講演や広報等を通じメディア社会
に積極的に参画する能力を涵養
する。○ 学校教育、社会教育を通じて、情
報を主体的に収集、判断できる能
力、情報化の進展に主体的に対
応できる能力の育成に努める。

○ 各学校でのパソコン・インターネットを活用する授業において、情報収集の
仕方や活用の際の注意喚起等を行った。また各学校の危機管理マニュア
ルの中に記載されている情報管理に関するマニュアルをもとに、教職員を
対象とした情報モラルについての研修会を実施した。【学校教育課】

○ 今後も、様々なメディア対応についての内容を研修に入れて実施するよう
要請する。【学校教育課】

○ 家庭教育講座「子どものケイタイ事情」～メディアとの向き合い方～
講師：古野　陽一　参加者25名（H25：19人）　【生涯学習推進課】

○ パソコンや携帯、通信型ゲーム機等、現在のメディア事情について講話を
行った。次年度も引き続き、メディアに関する講座を行い、啓発を進めてい
きたい。メディアに関心を持たない市民に対して、どう参加を促していくの
か検討していきたい。
【生涯学習推進課】

○ メディアリテラシーをテーマとした人権教育・啓発活動は行っていない。
【人権センター】

○ 人権教育・啓発の取り組みで、メディアリテラシーも人権課題の一つとして
検討したい。【人権センター】

① 管理職に男女それぞれが３０％
以上の構成目標の達成

○ 〇

○ 平成32(2020)年までに管理職の
男女割合の達成をめざす。

② 推進体制の強化と職員研修の実
施

○ 推進本部へ男女共同参画推進委員会で策定した「表現のガイドライン」を
提示し、男女共同参画事業への理解を求めた。

○ 推進本部（庁議）構成メンバーが全員男性である（充て職）。今後は、メン
バーに女性が加わるよう、具体施策①の達成も含め、働きかけていきた
い。

○ 推進本部を中心に男女共同参画
が推進されるための体制を強化
する。

○ 男女共同参画職員研修を、村山由加里氏(あすばる館長)を迎え、「男女
共同参画の現状と 女性活躍の社会」と題し、主任主事・業務主査に向け
て2日間行った。（同一内容）出席者合計120名。(女性71名,男性49名)
【総務課・人事課】

○

○ 職員研修のテーマに取り上げ、意
識の浸透、理解を深める。

③ 性別によらない職員採用及び
ジョブローテーションの実施

○ ○

○ 自己申告制度を活用するなど公
平で適材適所の配置を行う。

④ 職員に対するセクハラ、パワハラ
防止のための啓発及び相談体制
の強化

○ ○

○ 職員へのセクハラ、パワハラ防止
のための啓発を実施する。

○ セクハラ、パワハラに関する相談
体制の充実を図る。

成果・課題（担当課）26年度事業実施状況具　体　施　策　（14 項目）

EAP相談の活用等によりセクハラ、パワハラ防止のための啓発・相談を実
施した。
　【人事課】

今後も職員に対するセクハラ及びパワハラ防止のため、研修会の実施や
啓発紙の配布等を行う。
セクハラ、パワハラに関する相談体制として、人事課等の内部相談体制と
EAP相談の外部相談窓口があり、今後も周知をしながら充実に努めてい
く。
【人事課】

(2) 市の機関における男女
　　共同参画の推進

　 管理職の男女それぞれ
の構成比率の目標達成に
向けて、男女共同参画推進
のための研修会等を実施す
るとともに、性別によらない
職員採用及び「ジョブロー
テーション」の実施や、管理
職への女性職員の登用を
図ります。
　 また、男女共同参画を推
進する上で障害となる「セク
シュアル・ハラスメント」（以
下「セクハラ」という。）や「パ
ワー・ハラスメント」（以下「パ
ワハラ」という。）防止のため
の啓発や相談体制の充実
を図ります。

人事課

採用・昇格にあって性別を理由とした制限を行わず、能力や適性、職務経
験を重視している。
【人事課】

男女構成を達成することだけを目標とした拙速で偏向した採用・人事異動
は行えないが、2020年度までにできるだけ達成できるよう配慮する。
また、審議会意見にある女性の出産・育児などによる職域の制限等は今後
も実施しない。　【人事課】

総務課
人事課

アンケート結果から、男女とも管理職になりたくないという職員が多い。理
由としては、男女とも「自信が無い」が多く、次に女性は「家庭との両立」、
男性は「仕事が大変」であった。一方、男性は理由として「家庭との両立」
を挙げている人は極端に少なく、女性は3番目に「仕事が大変」が多くなっ
ている。家事分担についての設問でも、男女ともに「主に妻」「一部夫」と家
事が女性に偏っていることが見受けられた。今後は、次期管理職候補とな
りうる職員に対し、意識改革等のテーマで研修を行う必要があると思われ
る。
【総務課・人事課】

人事課

人事異動は、性別に関係なく能力や適性、職経験重視して行っている。
自己申告書の確認を行い、人事異動においても活用している。
　【人事課】

人事配置にあっては、人材育成や能力、適性、職務経験を考慮して行う。
一般事務職は、概ね３～５年程度で人事異動を行い、多様な職務の経験
を積み総合職としての能力向上を図る。10年程度経過した職員は、能力
や適性によって人事配置を行う。
　【人事課】

人事課
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(2) 情報媒体における男女
　　平等意識の啓発推進

　 行政、公共的機関が発行
する出版物等において、男
女平等の視点に配慮した表
現への取組みを推進すると
ともに、市民がメディアから
の情報を主体的に読み解
き、自己発信する能力（メ
ディアリテラシー）を高める
ための研修等を実施しま
す。

総務課
経営企画課
関係各課

行政広報物における「表現のガイドライン」について、内容及びイラストも含
め、全体的に見直しを行い、庁内組織である男女共同参画推進委員より
意見を求め、推進本部にて審議した。
【総務課】

庁内LANによる「ファイル管理」に常時掲載する予定である。今後は、さら
にホームページにもイラストをアップし、市民の方が自由にダウンロードで
きる環境を整備し、男女平等の視点に配慮した啓発を進めていきたい。
【総務課】

写真、イラスト、文章等において
「表現のガイドライン」を使用し、
男女平等の視点に配慮した表現
を徹底する。

総務課
学校教育課

生涯学習推進課
人権センター

メディアリテラシー向上の為の研修は行っていないが、県「あすばる」・福岡
市「アミカス」で開催された講演会等の情報を配架した。
　【総務課】

メディアリテラシーについてのセミナーは、平成24年度に実施しているた
め、今年度は違うテーマを取り上げたため行っていない。
平成18年度・平成24年度と開催しているので、今後は何年か毎の定期的
な開催を考えたい。【総務課】
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基本施策（基本計画） 担当課 審議委員意見成果・課題（担当課）26年度事業実施状況具　体　施　策　（14 項目）

① ニーズに合った保育内容、
施設の充実

○ ○ 【8月3日】

○ 待機児童の解消を図るとともに保
育内容、施設の充実を図る｡

○ 公的機関に授乳コーナー等を設
置し、子育ての環境整備を行う。

○ リーパスプラザの研修棟建替に合わせた授乳コーナー設置に関する協議
を実施した。【子育て支援課】

○ 今後も利用者の利便性を考えながら、子育て環境の整備に努めていきた
い。　　【子育て支援課】

② 地域の子育て・介護支援体制の
整備

○ ○

○ 地域における育児相談、支援体
制を充実する｡

○ 地域における介護支援体制を充
実する｡

○ 既存の子育て支援施設のない、青柳、古賀西、花見、舞の里校区におい
て、学童保育所の空き時間を利用した「ミニつどいの広場」を各所年間３０
回開催した。4か所合計の年間利用世帯数は７６７件であった。
【子育て支援課】

○ ミニつどいの広場は自家用車等の交通手段がないためサンコスモに来に
くい親子、特に養育に不安のある親子を誘う地域での子育ての居場所とし
て、なくてはならないものとなっている。今後は、さらに住まいの地域で誰で
も利用できるような事業形態を検討していく。
【子育て支援課】

○ 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座を開催した。（18回開催、684人参加、内男性292
名参加）

○

○ 介護予防講座（出前講座）を開催した。（3回開催、178名参加、内男性約
60名参加）

○ 家族介護教室を開催した。（5回開催、33名参加、内男性約5名参加）
【介護支援課】

① 生活の自立を促す家事技術支援
講座の実施

○ ○ 今年度は、前期と後期に分かれ、より多くの受講生が参加できるように企画
を行い、参加者が少し増加した。

○ ○ 食の内容も家庭内で実践できる内容を実施し、調理のメニューも各自考え
られていた。

○ 12月の人権の集いにも参加し、豚汁やおにぎりを作り提供することができ
た。　　　【生涯学習推進課】

② 地域住民としての活動を促す学
習機会の提供

○ ○

○ 防犯、青少年育成、文化の継承、
環境保全等の地域活動への参加
を促す学習の場を提供する。

① 女性の人権尊重のための社会的
認識の育成

○ ○ 今後も情報提供を行っていく。【総務課】

○ 女性問題に関する啓発を推進す
る。○ 広報紙、行事予定表、ホーム
ページ、情報誌による啓発を推進
する。

○ 広報誌のヒューマンライツについては、個別の人権問題啓発等の掲載は
行っていない。
【人権センター】

○ 今後も男女共同参画係と連携して取り組んでいく【人権センター】

② 同和問題をはじめとする様々な
人権課題を持つ女性の社会参画
に対する情報提供、相談体制の
充実

○ かすや地区ホットラインやそうだん５などの相談窓口をセミナー受付や総務
課カウンターにカードを配架し、情報提供を行った。
【総務課】

○ 成果として、具体的な数値をあげることはできないが、今後も続けていく。
【総務課】

○ 支援に向けての情報を提供する。 ○ ○

○ 相談事業を充実する。

○ 男女に関係なく、関係機関と連携しながら情報提供や相談に対する支援
を行った【福祉課】

○ 今後も引き続き、男女に関係なく関係機関と連携しながら、情報提供や相
談に対する支援体制の充実に努める【福祉課】

① 男女が共に参加するライフプラン
ニングに関する研修会及び相談
事業の実施

○ ○

○ 中年期から高齢期の過ごし方に
ついて生活設計を立てるための
学習の場を提供する。② 生きがいのある生活を地域で支
える仕組みの確立

○ 新たな高齢者の活躍の場である介護支援ボランティアに参加を呼びかけ
た。また、介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入施設拡充した。

○ ボランティア活動者から介護支援ボランティアの登録があった。継続した活
動展開が図れる仕組みの模索が必要である。

○ 地域において介護を支え合うシス
テムを拡充し介護従事者の社会
参画を支援する。

○ 高齢者外出促進事業の対象となる催しに体験を加え、つながりの促進を
図った。

○ 17つの地域から協力が得られ、当該地域ではつながりが広がった。更に地
域の催事を増やし、高齢者の外出を促進する。

○ 介護予防の視点から、地域にお
いて行う、生きがい貢献活動を支
援する。

○ 健康づくり運動サポーターの養成を行った。（37人参加、平成27年3月末
現在のサポーター110人）
　【介護支援課】

○ 健康づくり運動サポーターの養成により、地域での高齢者の生きがいづく
りや社会参画を促進することができた。今後も積極的に行う。
　【介護支援課】

○ ○ ○
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今後も出前講座を通して地域住民としての活動を促す学習機会を提供し
ていく。
【地域コミュニティ室】

(6) 豊かな高齢期を送るた
　　めの支援

　 高齢者が生きがいを感じ
ることができる生活を地域で
支え合うシステムづくりや、
高齢者が住み慣れた地域
で安心して暮らせ、知識や
経験、特技を活かしながら
社会活動に参加し、社会と
の関わりを持ち続けられるよ
う、生きがい貢献活動を支
援します。

生涯学習推進課

コスモス市民講座「もっと知りたい終活」の実施
　　　　(男8人　女30人)
【生涯学習推進課】

エンディングノートの重要性と、今後のライフプランの大切さを実感、初め
ての取り組みでしたが申し込みが多かった。
【生涯学習推進課】

介護支援課
生涯学習推進課

高齢者の知識・技術を活用し、生
きがいづくりや社会参画を支援す
る。

コスモス市民講座「黒田節を唄う」(男6人　女4人)
 「日本のおもてなし」(男1人女36人)
 「自分で着付ける浴衣」　(男0人女17人)
  講師の先生(男1人　女2人)
【生涯学習推進課】

市民講座の講師の方が人材バンクの登録者で自分の取得した知識、技術
を受講生に指導されている。
【生涯学習推進課】

(5) 重複差別を受けないた
　　めの支援

　 同和問題をはじめとする
様々な人権課題を持つ女
性の人権が尊重され、安心
して日常生活が送れるよう
研修機会の提供、相談事業
の実施等により社会参画や
差別を受けないための支援
を実施します。

総務課
人権センター

女性問題に関する研修会について、県の「あすばる」福岡市「アミカス」で
行われたものについて、チラシ等を公共施設に配架し、啓発を行った。
【総務課】

総務課
人権センター

福祉課

人権擁護委員や行政相談委員による「そうだん５（ファイブ）」以外での相
談については、支援や情報提供等について職員が対応している。また、従
前より人権関係団体との連携も図っている。【人権センター】

人権に関する相談員としての研修機会等を積極的に活用し、多様化して
いる相談内容に対応できるようスキルアップを図りたい。
【人権センター】

(3) 男性の社会的自立に対
　　する支援

　 男性が家庭生活や地域
社会活動に参加できない状
況を男性問題ととらえ、男性
を対象に生活の自立を促す
家事技術支援講座の実施、
地域住民としての活動を促
す学習機会の提供を行いま
す。

生涯学習推進課

コスモス市民講座「おやじの出番」(全３回)
 「おやじの見せ所」(全３回)を実施
　受講生:　32人
【生涯学習推進課】男性を対象に、性別にとらわれず

自分らしい生き方を見つける講
座、料理教室等を開催する。

関係各課

地域のグループの要望に応じて、学習会に市の担当職員を講師として派
遣する「古賀市まちづくり出前講座（48メニュー）」を実施した。
【地域コミュニティ室】

(1) 職業生活と家庭・地域
　　生活の両立に対する支
　　援

　 少子高齢の中、男女共同
参画社会実現を目指し、男
女が共に職業生活と家庭・
地域生活の両立ができるよ
うに、様々なニーズに応える
保育内容及び保育施設の
充実を図るとともに、地域の
子育てや介護支援体制の
整備を推進します。

子育て支援課

年々増加する保育所入所希望者に対応するため、私立保育園１園の設置
を行った。【子育て支援課】

本市全体としては、入所希望者に対する受入れ体制について、保育環境
の整備が一定に整ったと（人数は満たすめどがたったと）考える。今後は、
各園の入所率の適正化について検討していく。（受入れ率の均等化をど
のように図るかを検討すべきだと考える。）【子育て支援課】

子育て支援課
介護支援課

ファミリーサポートセンター事業では、現在、おねがい会員128人、まかせ
て会員29人、どっちも会員35人が登録している。地域で子育てをサポート
する体制づくりに継続して取り組んだ。

おねがい会員とまかせて会員とのバランスが厳しくなってきているが、今年
度は会員同士が交流できる場を設定しより実施しやすい環境づくりに努め
た。今後は事業運営の在り方も含めて、少しでも利用に繋げ、子育て世帯
の負担軽減を図るような事業展開を検討していく。

家族介護教室、介護予防講座、認知症サポーター養成講座の開催によ
り、家庭や地域での介護支援や男女共同参画の意識づけが図れた。今後
も積極的な開催を行う。
【介護支援課】


